
- 1 - 

加賀市営住宅管理業務に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１　業務概要  

(1)　目 的 　加賀市営住宅における窓口、収納業務及び保守点検、修繕業務など、一

部の業務に民間業者の専門的な知識や技術、経験に基づく能力を活用し、

適正かつ効率的な住宅管理や入居者へのサービス向上に努め、迅速かつ

効率的な維持管理を目的とする。  

(2)　業 務 名 　加賀市営住宅管理業務  

(3)　業務内容 　別紙「加賀市営住宅管理業務仕様書」（以下「仕様書」という。）のと

おり 

(4)　業務期間 令和８年８月１日から令和１１年３月３１日まで  

　　　　　　　（なお、準備期間は契約締結後（７月１日予定）から７月３１日までとする。） 

 

２　業務に要する費用（予定価格） １００,１７３千円（税込） 

　・　上記の額を上限額とし、各年度の限度額は、次のとおりとする。 

　　令和　８年度　２６,６６７千円（税込） 

　　令和　９年度　３６,７５３千円（税込） 

令和１０年度　３６,７５３千円（税込） 

・　業務に係る費用は、業務期間の総額とし、本業務の受託準備作業及び業務期間の運

用に係る一切の経費を含むものとする。 

・　業務に係る各年度の費用には、精算払いとなる下記の維持補修費を含むものとする。 

令和　８年度　１５,６５６千円（税込） 

　　令和　９年度　２０,６３０千円（税込） 

令和１０年度　２０,６３０千円（税込） 

　・　年度ごとに千円未満の端数金額を切り捨てた金額と業務期間の合計金額を提示する

こと。 

・　提案上限額を超える提案額を提示した参加者は失格とする。 

・　委託候補者選定後、本プロポーザルにおいて提示された提案の内容及び提案額を再

度精査して契約額を決定する。 

※　本公募は、公募開始後に開催される議会の補正予算成立後、すみやかに事業を開始

できるようにするため、予算成立前の準備行為として実施するものであり、議会にお

いて予算案の減額又は否決があったときは、本公募についての実施の効力を失う場合

がある。 

 

３　参加資格  

加賀市営住宅管理業務に係る公募型プロポーザルに参加することができる者は、次に

掲げる全ての要件を満たすこと。  
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（1） 賃貸不動産経営管理士や建築物環境衛生総合管理業など、業務遂行にあたり、必

要な登録がされていること。また、公営住宅に係る窓口、収納業務及び保守点検、

修繕業務など実績があること。 

（2） （1）の参加資格を持つ１者、または２者で（1）の資格者となる共同企業体を構

成した者とする。 

（3）　共同企業体の構成、出資比率、代表者の決定などの要件は、加賀市特定業務共同

企業体取扱基準（資料１参照）に準ずることとする。 

(3)　本業務を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有していること。 

(4)　地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないこと。  

(5)　破産法（平成16年法律第75号）の規定により破産手続開始の申立てがなされていな

いこと。   

(6)　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てをしていないこ

と又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てをしていな

いこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画又は民事再生法の規定による再生

計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。  

(7)　加賀市税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。加賀市に納税義務を有しない

者にあっては、本社又は主たる営業所の所在地における市町村民税及び固定資産税、

都市計画税を滞納していないこと。 

(8)　構成員全ての代表者又は役員等が、加賀市暴力団排除条例（平成 24 年 3 月 26 日条

例第 1号）に掲げる措置要件のいずれにも 該当しないこと。  
(9)  個人情報や企業情報等の情報セキュリティについて、社内ルールや法令遵守（コン

プライアンス）のしくみが整備されていること。 
(10)  プロポーザル方式により受託候補者を選定しようとする業務の実施年度において、

加賀市競争入札参加資格及び契約事務取扱要綱（平成17年10月１日決裁）の規定によ

り、入札参加資格者名簿に登載されていること。  

(11)　加賀市建設工事等請負業者の指名停止に関する要領（平成17年10月１日決裁）の規

定よる指名停止の措置を、公示日から受託候補者選定の日まで受けていないこと。  

(12)  （10）の規定は、当該業務において入札参加資格を有する者が極端に少ない場合若

しくは、いない場合又は入札参加資格の有無にかかわらず広く提案を求める必要があ

る場合には、摘用しない。ただし、この場合であっても、（11）の規定による指名停止

の措置を受けている者は、当該プロポーザルに参加できないものとする。 

     また、前項の規定により、（10）の規定を適用しないこととする場合は、次に掲げる

書類を提出すること。 

 書類の名称

 ① 登記事項証明書（全部事項証明書（履歴事項証明書でも可））

 ② 【市民税】法人市民税・固定資産税の滞納がない証明書　※１

 ③ 【国税】「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について未納税額のない納税
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※　各証明書については、提出する日の３ケ月以内に発行されたものを提出すること。 

※１　加賀市内に住所又は本社、支社、支店等がある場合のみ提出すること。 

※２　直前の事業年度の賃貸借照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書を提出するこ

と。 

 

４　参加表明及び提案資格の確認結果の通知  

(1)　参加表明  

①　提出資料  

　　　　・参加表明書（様式第１号）  

        ・「３　参加資格」で提出が必要な書類 

        ・共同企業体協定書（様式１２） 

　　②　提出期限  

　　　　令和８年４月２２日（水）１７時（必着）  

③　提出方法  

　　　　提出資料を担当部署へ郵送又は持参  

(2)　参加資格の確認結果の通知  

　　　 参加表明書を提出した者全員に対し、令和８年４月２７日（月）までに参加資格の

確認結果の通知を書面で行う。  

 

５　質問の受付及び回答  

(1)　提出期限  

令和８年４月３０日（木）１７時まで（必着）  

(2)　提出方法  

別添の質問書（様式第２号）により、電子メール又はＦＡＸにて提出すること。  

※上記以外の方法で提出された質問に対しては回答しない。  

(3)　回答日  

令和８年５月８日（金）  

(4)　回答方法  

市ホームページに掲載  

 

６　企画提案書等の作成及び提出  

(1)　提出書類  

①　企画提案書（様式第３号）　  

　    ア　委託仕様書を踏まえ、以下の項目について記載すること。  

 証明書

 ④ 財政諸表（決算報告書又は事業報告書）　※２

 ⑤ 誓約書（加賀市暴力団排除条例）
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  （ｱ）募集、入居及び退去に関する業務 

（ｲ）家賃、敷金及び駐車場使用料の収納に関する業務 

（ｳ）入居者からの問合せ及び相談に関する業務 

（ｴ）各種の申請及び届けの受付に関する業務 

（ｵ）市営住宅等の維持管理、修繕、保守点検及び除雪に関する業務 

（ｶ）上記に付随する業務 

　    イ　企画提案書は、Ａ４版縦、横書き、左綴じとし、Ａ３を使用する場合はＡ４番に

折り込むこと。表紙に「加賀市営住宅管理業務企画提案書」と標記し、余白に会社

名を表示すること。なお、文字サイズは１２ポイント以上とすること。  

　    ウ　企画提案書は、３０ページ以内とする。  

　    エ　参加者は、一つの提案しか行うことができない。  

　    オ　提出期限以降の企画提案書の差替え又は再提出は認めない。  

②　会社概要（様式第４号）　  

　　※　過去3年分の決算書も添付すること。 

③　類似業務実績書（様式第５号） 

④　担当技術者（担当者）調書（様式第７号） 

⑤　管理技術者（管理責任者）調書（様式第８号） 

⑥　業務実施体制調書（様式第９号） 

　　※　他業務と兼任する場合は、その業務の実施体制調書を提出すること。 

⑦　加賀市営住宅管理業務特定業務共同企業体協定書（様式１２号） 

　　※　２者で共同企業体を構成いた場合は協定書を提出すること。 

⑧　業務費見積書　　　　　　　　　　　　　　  

　　    ※　人件費、その他必要な経費の区分が分かる見積りの積算内訳書について、作

成すること。（任意様式）  

　(2)　必要部数等 

       企画提案書等の提出部数は、上記①～⑧すべて紙媒体（片面印刷）で正本１部、

副本７部（副本は複写可）とする。なお、提出する企画提案書は１案に限る。 

(3)　 提出期限等  

①　提出期限  

令和８年５月１５日（金）１７時まで（必着）  

②　提出場所  

加賀市役所建設部建築課  

〒922-8622　加賀市大聖寺南町ニ41番地  

0761-72-7936 

③　提出方法  

持参又は郵送によること。  

なお、郵送で提出する場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法
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とすること。  

 

 (4)　その他  

　　　書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法に

よるものとすること。 

　　　提出後に参加を辞退する場合は、参加辞退届（様式１１）を提出すること。 

 

７　審査方法  

プロポーザルの審査方法は以下のとおりとする。  

(1)審査会  

企画提案者自らが、提出した企画提案書の内容や経費についてプレゼンテーション

を行った後、事務局（加賀市建設部建築課）が実施する審査委員会によりその内容等

を評価し、第１位及び以降の順位を決定する。  

実施日：令和８年５月下旬（予定）  

場　所：加賀市役所庁舎内会議室（予定） 

時　間：プレゼンテーション：２０分以内、質疑応答：３０分程度 

説明者：３人以内（共同企業体（ＪＶ）の場合は５人以内） 

その他：企画提案説明時の追加資料は認めない。 

※審査会の日時は、令和８年４月下旬に応募者へ電子メールで通知する。 

※プロジェクター及びスクリーンは加賀市建設部建築課において準備する。 

(2)　審査結果の通知  

プレゼンテーションに参加した全ての者に対し、書面にて選定順位を通知すると

ともに、加賀市ホームページにも掲載する。電話での問合せには応じない。また、

評価の内容、審査の経過については公表しない。審査結果の異議申し立ては認めな

い。 

  

８　審査基準及び配点  

企画提案書及びプレゼンテーションの審査については、下記項目及び配点で行うも

のとする。 

 

 項　目 配点 項　目 配点

 1 経営規模 5点 7 提案内容の的確性 45 点

 2 業務遂行力 5点 8 説得力 5点

 3 業務執行技術力 5点 9 取組姿勢 5点

 4 実施体制 5点 10 資料調達力 5点

 5 担当者評価 10点 11 業務費見積書 5点

 6 業務の理解度 5点 － 合計 100 点
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９　日程  

実施要領等の公表（公募開始）　令和８年４月１６日（木）  

参加表明書の提出締切　令和８年４月２２日（水）１７時まで  

参加資格の審査・確認結果通知　令和８年４月２７日（月）  

質問受付締切　令和８年４月３０日（木）１７時まで  

質問回答　令和８年５月８日（金）  

企画提案書等受付締切　 令和８年５月１５日（金）１７時まで  

審査会　　　　令和８年５月下旬　予定  

契約締結　　　令和８年６月下旬　予定  

準備作業開始　令和８年７月１日（予定） 

業務開始　　　令和８年８月１日 

 

１０　失格事項  

本プロポーザルの提案者又は提出された提案書が、次のいずれかに該当する場合は、その

提案を失格とします。  

(1)　提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの  

(2)　提案書の作成形式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しないもの  

(3)　提案書等提出期限後に業務費見積書内の金額に訂正を行ったもの  

(4)　ヒアリング等に出席しなかったもの  

(5)　虚偽の申請を行い、提案資格を得たもの  

(6)　業務費見積書の金額が、「２　業務に要する費用（予定価格）」を超過したもの  

 

１１　契約  

受託候補者の選定後、随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに随意契約の

手続を行うものとします。  

なお、その際には、選定された者は改めて業務費見積書を提出するものとします。  

また、契約金額（税込）が３００万円以上の場合は、契約保証金（契約金額の１０％以上）

の納付が契約時に必要となります。ただし、金融機関の保証、保険会社の履行保証等による

免除、猶予があります。  

 

１２　その他留意事項  

(1)　提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めません。  

(2)　提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、指名停止措

置を行うことがあります。  

(3)　提出書類は返却しないとともに、提出者の選定以外には提出者に無断で使用しませ

ん。  

(4)　書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とします。  
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(5)　「業務実施体制調書」に記載した配置予定の管理技術者及び担当技術者は、原則と

して変更できないものとします。  

なお、やむを得ない理由により変更する場合には、市と協議の上、決定するものと

します。  

(6)　加賀市情報公開条例（平成17年条例第16号）に基づく公開請求があった場合は、原

則として公開の対象となります。  

ただし、提案者が事業を営む上で、正当な利益を害すると認められる情報は非公開

となる場合があります。なお、本プロポーザルの受託候補者選定前において、選定に

影響が出るおそれがある情報については選定後の公開とします。  

また、プロポーザルの実施や選定過程、結果等については、市ホームページで公表

します。  

 

１３　担当部署（提出・問合せ先）  

加賀市役所建設部建築課　担当　東埜、谷口  

加賀市大聖寺南町ニ41番地　　  

電話番号　0761-72-7936　E-mail　juutaku@city.kaga.lg.jp  


